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　前章までで、私がいかにダメ人間（だった）かがご理解いただけたと思い
ます。自分でも、このままではいけない、と思うわけです。
　自分を変えたきっかけの一つとして、10歳下の弟が司法書士試験に向けて
学生時代から勉強をしていたことが挙げられます。残念ながら弟は何度か落
ちて司法書士になることを諦めてしまいました。今からでも遅くないので
『オートマ』で合格してほしいです。実は、このとき初めて司法書士という
職業を知り、資格を取って自営業という生き方もあるのか、と思いました。
しかし、すぐにそれを目指す勇気が出るはずもありませんでした。
　もっとも、自信回復の策として資格取得というやり方は悪くないな、との
思いはありました。もともと私は勉強はそこそこできるほうでした。という
より、勉強くらいしか取り柄がないタイプで、勉強でなら自信回復が図れる
かもと考えました。
　私が最初に目指した資格は、気象予報士でした。
　といっても、気象予報士として働く気はありませんでした。台風の時など
24時間体制で実況監視と予測をしなければならない激務ですし、独立開業で
きる可能性が高い資格とはいえなかったからです。実際、有資格者の多くが
気象関連会社で働いています。
　それを承知の上で受験しようと思った理由は、大学時代にも取得しようと
して諦めた経験があり（試験日とアメリカ横断ウルトラクイズの予選が重
なってしまい、迷わずウルトラクイズを選んでしまいました。ダメですねえ
…）、自信回復にはちょうどよかったからです。また学習塾や家庭教師の仕
事をする上で箔がつくかも、というヨコシマな気持ちもありました。
　気象予報士は、理科・数学に詳しい方からすれば、そこまで難しい試験で
はありません。独学でも何とかなりました。

❶　まずは気象予報士で自信回復

第 章第 章3 資格取得という人生への気づき
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　資格取得後は、生徒や同僚・上司の先生方が明日の天気を聞いてくるよう
になりました（笑）。今思えばこのときに私は、資格というものの持つ権威
の力、そして資格取得の過程である勉強という努力の楽しさを知ったように
思います。自信も少し回復していきました。借金はちっとも減りませんでし
たが。

　それにしても、弟の勉強姿を見るまで、起業という選択肢にすら思いが至らな

かったのですから、我ながら情けないです。

　外国では起業という選択肢がもっとメジャーだと聞き及びますけれども、残念

ながら日本では、学校で起業家教育なんてものは（少なくとも私の時代には）やっ

てくれませんでした。何より家庭では、「いい大学に入ればいい会社に就職できて

一生幸せな人生」と大まじめに教えられ、私の世代の多くはそれを信じて育って

きたのです。

　一方弟は、大学へ進学する前に既にバブルが崩壊し、価値観が逆転していまし

た。だから学生時代から資格取得の勉強をするなどという選択肢を思いつけるわ

けです。

　このように、10年違うと育った環境、体験してきたことがまるで違う、という

のが日本の特筆すべき点であり、だからジェネレーションギャップ（世代間格差）

がなかなか埋まらないのですね。

　� 　

❷　法律系資格への挑戦　～独立開業を見越した資格選択～

　私の場合、気象予報士の資格を取ったからといって、それがすぐに収入
アップにつながるわけではありませんでした。私も既にいい歳になってお
り、妻と２人の子がいる身ですから、学習塾や家庭教師は普通のアルバイト
よりも時給が高いとはいっても、ずっとアルバイトでいるわけにはいかない

起業するという選択肢
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と感じていました。
　それに、学習塾や家庭教師の仕事にも嫌気が差してきた、ということもあ
りました。かなり名の知れた大学進学受験予備校でしたが、不必要な科目を
追加受講させるような営業行為ばかりやらされたことがあったのです。中高
生相手に、生徒を金のなる木くらいにしか考えていないようなエグイ営業を
行うのは、私にとっては多大なストレスでした。
　また最近では、学習塾や家庭教師の世界でも、いわゆる学級崩壊やモンス
ターペアレントの問題があります。皆さんは、学習塾はわざわざお金を払っ
て通うわけだから、生徒にはそこそこ勉強する気があるのだろうと思うで
しょう。しかし現実は違います。まったく学習意欲を示さない生徒、テキス
ト・ノート・筆記具などを一切持ってこない生徒、喫煙等の問題行動が見ら
れる生徒…こうした生徒を相手にしないといけません。学習塾なのに、生活
指導を求められてしまうのです。会社からのストレス、生徒からのストレス、
保護者からのストレスで心身がおかしくなりかけていました。
　余談ですが、日本人の学力は、相当ヤバくなると思いますよ。本書に使わ
れているような、当たり前の漢字の読み書きができない、1万円を４人で割
り勘するような簡単な計算さえスマホを使う、選挙権が18歳に引き下げられ
ようとしているのに二大政党制や比例代表制などの、基本的な公民の知識が
何もない子がどれだけ多いか…。私は、高卒の資格は試験を通った人しか与
えられないような制度を導入してみてはどうかと考えています。そうすれば
きっと、高校卒業の資格が取れない方が続出することになります。
　そんなこんなで、気象予報士の次は行政書士の資格を取ろうと決意しまし
た。
　行政書士の資格を取ろうと決意したといっても、本気で独立開業を考えて
いたかというとこの時点ではまだ怪しくて、ぼんやり憧れていたという程度
です。どちらかというと、気象予報士資格を取った時の延長で、自分の自信
回復と達成感を得るという目的のほうが大きかったです。
　ですが、私はほとほとサラリーマンはできないと実感しておりましたの
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で、次に資格を取るなら独立開業につながるものがいいと考えました。
　では、どの資格にするか。私はまず、大雑把に法律系か会計系かを考えま
した。いろいろ調べてみて、独立開業ということになると、簿記○級や行政
書士、社会保険労務士だけだと不十分な気がしました。もちろん、行政書士
や社会保険労務士で独立開業している先生方も世の中にはいらっしゃいます
ので、あくまで確率のお話しです。
　まもなく、会計系ならば税理士か公認会計士、法律系ならば司法書士、は
たまた司法試験を受けるかというところまで絞り込みました。
　いずれも難関資格です。いきなり目指すには、いささかハードルが高すぎ
るように思いました。そこで、まずは会計系なら簿記３級、法律系なら行政
書士から挑戦しようと考えました。ただ、今から考えるとこの判断は必ずし
も正しいものではありませんでした。
　税理士だと科目別に合格判定をしてくれるので、１～２科目ずつやればい
ずれは必ず合格できそうな気がしました。その半面、合格までに年数がかか
りそうです。また税理士の場合、試験に合格しても２年間の実務経験を積ま
ないと登録ができません。
　公認会計士は、どちらかというと、独立開業するよりは監査法人に勤める
ケースが多いようでした。試験の難度も高いですし、独立開業という私の目
的からすると、ちょっと違うかな、と思いました。
　それと、大切なのはやっぱり自分の興味・関心です。私は、数字よりは法
律に興味がある気がしました。大学時代に家庭教師のアルバイト代を踏み倒
されてしまったり、某大学受験指導予備校に退職後も残務処理を命じられた
りと、何かと法律に興味を持たざるを得ないような経験をしていたのです。
今の私なら、前者は支払督促の申立てをしますし、後者も毅然として断りま
す。法律の知識は、日常生活でも必要なのです。
　以上のようなことから、漠然とではありますが、気象予報士の次の目標を
行政書士に定めました。法律を学ぶのは初めてでしたが、行政書士自体は、
約４か月程度の独学で合格することができました。
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司法書士に挑む前に
行政書士を取ったほうがいいのか

　結論から言えば、必ずしも必要ではない、というのが私の見解です。

　行政書士試験のメイン出題科目である行政法は、司法書士試験には出題されま

せん。ですから純粋に司法書士試験に合格することだけを考えた場合には、行政

書士試験の勉強をするとそれだけ時間をロスしてしまうことになります。

　また、『オートマ』は行政書士どころか、私のように理学部出身で法律のホの字

も知らないという方でも理解できるように書かれているので、その意味からも行

政書士の取得は必須ではありません。

　だからといって、行政書士を持っていても無駄というわけでもありません。司

法書士と行政書士をダブルで登録して業務の幅を広げる、という考え方はあり、

現にそれを実行している先輩司法書士の方も多くいらっしゃいます。私は、登録

料がもったいないし、行政書士会が主催する研修等にもほとんど出られそうもな

いので、登録していません。自分自身が行政書士や税理士といった他資格をマス

ターするよりも、他の行政書士さんや税理士さんとお酒を呑んで仲良くなったほ

うが早い、というのが基本的な考え方です。

　� 　

❸　司法書士試験か、予備試験か

　さあ、行政書士に合格できました。さらにランクアップした資格を取るこ
とでいよいよ独立開業できるのはないかという、それまでは漠然とした願望
にすぎなかったものが現実味を帯びてきました。
　行政書士の合格後、司法書士の資格を目指すか、それとも司法試験予備試
験を受験するかで、少し悩みました。しかし、予備試験→司法試験→司法修
習→独立開業、という道のりは、どれだけ順調に事が運んでも独立開業まで
に５年くらいかかりそうです。私はできるだけ早くに独立開業する必要が
あったのです。それに、昔と違い、司法修習生に交付されるお金が給与でな
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くて貸与になっていることも気になりました。
　一方、司法書士はどうか。正直言って、司法書士の業務に興味があるのか
どうか、当時の私にはよくわかりませんでした。司法書士のメイン業務とい
われる不動産登記の決済の業務にも、正直あまり関心がありません（実は私
はいまだにそうで、不動産登記をやらない珍しい司法書士です）。
　ですが、限定は付されるものの簡裁代理権を持つ司法書士は弁護士と同じ
仕事ができること（詳細は後ほど）、「街の法律家」として、市民にとって身
近な、小回りの利いた働き方ができそうなこと、登記・訴訟・成年後見と
いった何でもアリ感があること等から可能性を感じました。そして試験の難
度がはかなり高いけれど、絶対に無理でもない。挑戦しがいのあるもののよ
うに思えました。
　知り合い、親戚に法律家がいない私は、司法書士という職業についてそれ
ほど突っ込んで知ることができたわけではありません。しかし私なりにでき
る範囲で調べていって、試験の難度や業務内容、そして何より独立開業が少
しでも早くできる資格ということを総合的に考えて、ついに最後の難関、司
法書士試験の受験を決意するに至ったのです。

❹　通学か独学か

　私は、学習塾の講師をしていたくせに、自分自身は学習塾、大学受験予備
校に通ったことはありません。厳密に言うと中３のときに、親に行けと言わ
れて嫌々通っていましたが、半年足らずで辞めました。既に学校で勉強して
いるのに、なんで他のところでまで勉強しないといけないのだ、という考え
です。
　つまり、これまでの人生、試験は全部独学でやってきたのです。ですから
難関の司法書士試験といえども、まずは独学でやってみようと思いました。
しかし結果としてこの考え方は、合格を遅らせることになってしまうのです
が、それは次の項で。



第１部

14

　まったくもって残念なことに、私は独学時代に山本先生や『オートマ』の存在

に気づくことができませんでした。参考書の選び方を、根底から間違えていたの

です。山本先生や『オートマ』と出会うには、もう少し時間が必要でした。

　独学時代には、某受験指導校（有名校です！　もちろんTACではありませんよ）

の某名物先生が著した、要点まとめ集のようなものを主に使っていました。

　「これだけ覚えれば受かる！」と書いてあったのに、それだけ覚えて落ちました

（笑）。本当は実名を曝して皆さんに警戒を呼び掛けたいのですが、名誉棄損罪に

問われたくないので実名は控えます。まあ、皆さんはオートマシリーズを使えば

大丈夫ですし、私にも要点まとめ集の暗記で司法書士試験を乗り越えようとして

いたという決定的な落ち度がありました。今思えば。

　� 　

❺　司法書士試験への誤解　～噂を信じちゃいけないよ～

　結果として、独学時代に司法書士試験で２連敗しました。理由は簡単で、
合格のために必要な勉強ができていなかったからです。行政書士の試験と
は、問われることの質も量も大きな開きがあります。
　独学時代の私は、勉強不足であるということにすら気づくことができませ
ん。私なりにベストな参考書を選んで、最善を尽くしたつもりだったので、
特に２度目の受験で落ちたときは相当落ち込みました。まあコラムでも書き
ましたが、『オートマ』で合格した今の立場で眺めれば、当時の私のやって
いた勉強は勉強しているうちに入りません。
　それに私は独学時代、司法書士試験について、以下のような誤解をしてい
ました。

独学時代の参考書籍
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１　司法書士試験は日本一の暗記力大会。とにかく覚えればよい

２　司法書士試験は過去問だけ暗記すれば合格できる

３ 　司法書士試験は覚えるだけだから、司法試験と比べておもしろ

みがない

　いずれも誤りです。しかし、多くの受験生がそうであるように、私もなぜ
か、上の３つを全部信じていて、あまりおもしろみを感じないままに、ひた
すら過去問を丸暗記する学習をしていました。合格から最も遠い学習法に陥
り、そのくせ努力した気になっていました。オートマを知るまでは。

　「司法書士試験は過去問だけ暗記すれば合格できる」

　なぜかこう信じる受験生は非常に多い。

　しかしこれは、２つの意味で明確に間違っています。

（１）毎年、過去問の知識で解ける問題の出題率は半分程度にとどまる

　つまり、毎年必ず半数程度は、未出の知識が試される出題があるということで

す。

　合格に約８割の得点が必要な試験で、半分しか正解できないのでは合格できる

わけがありません（詳細は後ほど）。

（２）過去問に限らず、司法書士試験は丸暗記では合格できない（詳細は後ほど）

　最短合格のためになすべきことは、このような明らかに誤った迷信に拘泥する

ことなく、正しい方法論（＝『オートマ』）で学習することです。

過去問至上主義の大いなる誤解



第１部

16

資格試験に落ちたらどうしよう…と不安には
ならなかったの？

　よくいただくご質問です。私の場合は、もともとがフリーター同然の生活だっ

たので、今さら不安になってもしょうがないというか、落ちても今までのダメな

生活が続くだけでした。「絶対に合格して自分を変えるんだ！」と奮起する材料に

こそなれ、落ちたときのことを心配する、ということはそれほどなかったように

記憶しています。

　似た質問として、奥さんや子どもがいるのによく思いきれましたね、というの

もあります。概ね上記と同じ回答になりますが、それに加えて、妻子がいるといっ

ても自分の人生・生き方は自分で決めたい、という考えが根底にあります。です

から、妻子持ちでもう後がないということを発奮材料にして、私は山本先生とオー

トマに賭けることにしたわけです。

　� 　

❻　借金300万の男が『オートマ』にすべての望みを託す！

　独学２年目、午前択一と記述式は合格水準でしたが午後択一が21問しか正
解できず、試験日当日には自己採点して不合格がわかっていました。
　事ここに至り、学習法を根本から見直さなければいけないと感じました。
しかし、当時の私には自分の何が間違っているのかを自力で悟ることができ
ません。
　そこで、とりあえずネットで試験に関する情報を探していると、偶然に山
本先生のブログにたどり着きました。恥ずかしながら当時は山本先生のこと
も『オートマ』のこともまだ知りませんでした。後から知ったのですが山本
先生は、毎年いち早く本試験の全問題に対する寸評をブログに載せていま
す。問題の難度をA～Cの三段階で表示して、コメントしているのです。見
てみると、私が間違えた問題のうち多くにA（絶対正解すべき易しい問題）
ランクがついている。しかし、当時私が使っていた要点まとめ集のような
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　現在、オートマシステムは全部で８種の書籍があります。

１　『山本浩司のオートマシステム』（全11巻。以下『オートマ本体』と表記）
　…最も重要な礎となる基本書です。

２　『新・でるトコ一問一答＋要点整理』（全４巻。以下『でるトコ』と表記）
　…オートマ本体の復習のために併用する問題集＆要点整理集です。
　
３　『オートマ過去問』（全９巻。以下『オートマ過去問』と表記）
　�…膨大な過去問の中から、山本先生とオートマ実行委員会が渾身のセレク
トをした過去問集です。

４　『みるみるわかる！』（全２巻。以下『みるみる』と表記）
　�…記述式試験の入門書。これまでに勉強してきた択一の知識と、記述式で
求められる実力との橋渡しの役割を担う書籍です。

５　『試験に出るひながた集』（全２巻。以下『ひながた集』と表記）
　�…記述式試験の基本を学ぶための「素振り」用の演習書で、実際に申請書
を書く力を身につけられる書籍です。

６　『オートマシステム〈記述式〉』（全２巻。以下『オートマ記述式』と表記）
　…本試験レベルの記述式問題演習書です。

第 章第 章１ オートマシリーズの概観
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７　『プレミア』（全８巻。以下『プレミア』と表記）
　…本試験に必要な項目を、科目横断的にまとめた要点整理集です。

８　『総集編　短期合格のツボ』（全１巻。以下『短期合格のツボ』と表記）
　�…試験合格のために何をすべきかを、本試験問題を素材にして明確に説明
したうえで、最新本試験を実践的に解説しています。最後の仕上げに最適
な１冊です。

　以下、順番に詳しくご説明いたします。
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　オートマの最大の特長でもあり、従前の学習書との最大の違いは、「受験
生がどうすれば理解できるか」という点について考えに考え抜いて、ありと
あらゆる工夫を凝らしているということです。
　その具体的な工夫について、これから一つひとつ説明していきますが、最
初に受験生にお願いしておきたいことは、オートマを「覚えよう、暗記しよ
う」と思って読まないほうがよいということです。なぜかと申しますと「暗
記しよう」「覚えよう」という気持ちは一種の雑念であり、そういう力みが
あると、かえって覚えられなくなってしまうのです。
　第１部で、ウサギと亀の記憶法について説明しました。自分で納得した
（＝思想化した）知識は、覚えようとしなくても覚えられるし、忘れようと
しても忘れられなくなります。ですから、どうしてそういう制度があるのか、
これとあれはどうして違うのか、なぜこのような条文の作りになっているの
か、そういう一つひとつのことを、じっくり自分で納得のいくまで考えるよ
うにして読むのがよいと思います。
　だからと言って、あまり「思想化しなきゃ」と考えてしまうのもそれはそ
れで余計な力みになります。とにかく力まずに自然体で読んでください。楽
しんで読んでみてください。
　それでは、どうしてオートマだとそんなに楽に覚えられるのかについて、
オートマに施された工夫を、順に解説していきます。

　従前の学習書は、学習内容が「条文順」に記述されていました。
　この方法は、書き手は楽なのですが、読み手には非常に辛いものです。

第 章第 章２ 『オートマ本体』の特長

❶　覚えようとしなくても覚えられる

❷　配列
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　法律というものは、最初に総論的な内容の条文を、後に各論的な内容の条
文を配置してあるのが普通です。そのため、１条から順に読むと、まだ法律
について何の予備知識もない状態で、いきなり抽象的な総論的内容から学習
することになるので、わけがわからないと感じてしまうのです。
　そこでオートマは、従前の学習書にはない、斬新な配列をしています。
　民法を例にとって説明します。
　オートマ本体は、民法に全11巻のうちの３巻を割いています。
　民法は、条文順に「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」と大きく５つの
分野に分けられます。
　しかしオートマ本体は、１巻の最初に独自の「基本編」という編を設けて
います。「基本編」には、「即時取得（物権）」「対抗要件（物権）」「私的自治
の原則（債権、総則）」「制限行為能力者（総則）」「債務不履行（債権）」「債
権譲渡（債権）」等の項目が配置されています。

【オートマ本体１　民法Ⅰ　目次より】
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　目次からおわかりのとおり、「総則」「物権」「債権」と様々な分野にまた
がっていろいろなことを最初に学習するようになっています。
　こうすることにより、

・いきなり抽象的な総則から入ることを防ぐ

・民法の本質を掴む上で適切な題材を具体例として最初に学習でき

る

・その後の本格的に「物権」「債権」「親族」「相続」各編を学習す

る土台を最初に築くことができる

という、受験生にとって非常に大きいメリットが生まれるわけです。
　初学者が、いきなり各編の細かいことをやってもわからないわけです。
　このように、民法のみならず11科目すべてについて、「受験生が学習しや
すいように」を最優先に考えて学習内容が配列されています。

　第１部でも解説しましたが、再掲します。

インプット　 …合格に必要な知識を入れること。

　　　　　　　具体的には、講義を受ける、テキストを読むなど

アウトプット …知識を吐き出す。

　　　　　　　具体的には、問題集や答練、模試などの問題を解く

　従前の、オートマシステム以外の学習書籍はみんな、インプットの教材と
アウトプットの教材は完全に峻別されています。つまり、基本書と問題集は

❸　インアウト方式



第２章　『オートマ本体』の特長

137

完全に別々の本として作られています。
　しかしオートマ本体は、このインプットとアウトプットは本来一体のもの
なのだから同時にやってしまおうというという方針で作られています。その
ため、ある程度まとまった内容・単元の説明が終わると、すぐ後に、関連す
る過去問が掲載されています。
　試しに、オートマ本体の第１巻「民法」を最初から順に読んでみてくださ
い。なんと、わずか８ページ目にして早くも過去問が掲載されています（第
５版の場合）。
　司法書士試験の勉強を開始して、わずか８ページで過去問を解かせる基本
書は、従前には存在しませんでした。
　しかしオートマ本体は、決して無茶苦茶なスパルタ特訓を施そうとしてい
るわけではありません。これも記憶作業を捗らせる一助であり、勉強の効率
をアップさせる方法なのです。
　司法書士試験は、文を読んで、内容が正しいか誤りかを判断する正誤判定
問題が中心です。
　つまり、司法書士試験の合格を目指す場合には、難しい論文を書く力では
なく○か×か判断できる力をつけることが必要なのです。だから、インプッ
トの段階から、それを意識して勉強する必要があるのです。
　具体的には、「キーポイント」を常に意識しながら勉強することが極めて
大切です。オートマを漫然と読むのではなく、「キーポイント」（山本先生は
これを「急所」と呼んでいます）を常に意識して、どこが急所かをいつも考
えながら思想化していくようにすると、効率的に試験対策ができるというわ
けです。学習初期の段階から実際の過去問に触れることで、ある学習項目に
ついて、どこがキーになっているのか（急所がどこか）が一目瞭然になると
いうわけです。
　インプットしながらアウトプットができる、アウトプットすることでイン
プット自体の次元が深まる。それこそがオートマの極意、というわけです。
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　オートマの特長はいろいろありますが、改訂スピードが他書に比べて断然
速い、ということもあります。主要４科目については毎年改訂、その他の科
目においても２年に１度改訂する方針を採っています。
　これは、先に述べたインアウト方式と無関係ではありません。毎年改訂す
ることで、昨年の本試験問題が早くもオートマ本体の然るべきページに配置
されている、という状態を実現しています。
　もちろん、法令改正にいち早く対応するという意味もあります。法律だけ
でなく規則のレベルまで含めれば、毎年何らかの試験範囲内での改正は必ず
起こります。
　ですから、試験勉強には、必ず最新の本を使うことをお勧めしています。

❹　改訂スピード
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①　文体

　オートマは原則として話し言葉（ですます調）で書かれています。
　これも従前の学習書にはない大きな特長となっています。受験生にとって
読みやすく、内容が自然と頭に入ってきやすいように工夫をしています。
　「原則として」と書いたことには理由があって、わざと書き言葉（である
調）を用いている部分もあり、文体に緩急、メリハリをつけることで受験生
の記憶に残りやすいようになっています。
　もちろん、文体だけでなく、説明自体も初学者にとって理解しやすいよう
に、できるだけ易しい言葉で書かれています。

2

	1	利益衡量
　民法を理解する上で、大切なことを１つ挙げろといわれれば、それは文句なし
に「利益衡量」です。
　この感覚を理解できた方は、民法の習得について最初の山場を楽々と越えるこ
とができます。
　「利益衡量」というのは、「２つの利益をはかりにかける」という意味です。
　「衡」とは、はかりを意味します。

　いわゆる法律学を理解する上で大切なのは、真理は２つあるということを理解
することです。
　ここのところを僕の学生時代の友人は「善人が２人いて悪人が１人いる。これ
が法律問題だ」と表現しました。

【用語解説】→ 利益衡量
　「衡」とは、はかりを意味する。したがって、衡量とは、「量をはかりにかけ
ること」をいう。
　法的判断において当事者間の相対立する利益を比較し、より大きな利益をも
たらす結論を導き出す作業のことである。

事例 1
　Ｘは親の形見である大事な宝石を持っている。友人のＡから「結婚式に参
列するのにどうしても宝石を一日だけ貸してほしい」と頼まれたＸはＡに宝
石を貸した。
　ところが、Ａは、友人のＹにその宝石を売って引き渡してしまった。Ｙは
婚約者にプレゼントをするための宝石を探していたところだったのだ。
　実は、Ａはサラ金の激しい取立てにあっていた。Ａは宝石の代金をサラ金
への返済にあて、今は無一文だ。

　Ｘは好意からＡに宝石を貸してあげただけです。
　Ｙは宝石を買っただけです。

民法の本質
第1章

❺　文体、コラム、ツーウェイ方式
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6

　そして、ポイントの高いほうを「勝ち」とする。
　裁判所の行うこの作業のことを、「利益衡量」という。

	2	法律的に考えるとどうなるのか
　さて、上記の問題を法律的にスジ道をたて、順を追って考えてみましょう。
　いろいろと重大な問題点が浮き彫りになります。

１．民法の大原則　空のバスケットからリンゴは生じない。

　リンゴというのは権利のことです。事例では所有権です。
　まず、ＡはＸから宝石の所有権を受け継いでいません。
　ＡがＸから預かったのはリンゴ（所有権）の入っていない空のバスケットです。

　したがって、ＹがＡからもらったバスケットにリンゴがあるはずがありません。
　ＹはＡの「空のバスケット」を引き継いでいるからです。
　したがって、Ｙが所有者になる余地はありません。
　これが民法の当たり前の考え方です。

　前の人の権利を引き継ぐことを、法律用語で「承継」といいます。
　前主に権利があれば、承継人にも権利があります。
　前主に権利がなければ、承継人にも権利はありません。
　「無からは無しか生じない」という民法の大事な考え方です。
　この場合、Ｙは無権利者のＡの地位を承継しているので「Ｙに宝石の所有権は
ない」というのが民法のスジです。

AX

バスケット 空のバスケット

承継という考え方
これも空のバスケット

Y

【用語解説】→ 承継
　ある者が他の者の法律上の権利義務を引き継ぐこと。後主は前主とその権利
義務に関して同じ地位に立つことになる。

　特に学習初期、各巻の前半のほうでは、できるだけ法律の専門用語は用い
ずに、従前の学習書では使われないような具体例とたとえ話をふんだんに挿
入して、法律の概念を把握しやすいように書かれています。
　そして後半に向かうにつれて、慣れてきたところで徐々に法律用語を用い
て専門的な概念を説明していきますので、最後まで読めば、あなたも立派に
法律家のような言い回しができるようになっている、というわけです。
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②　コラム

　緩急といえば、オートマの「コラム」にも他書にない特長があります。普
通の本の「コラム」欄は、ちょっと休憩、本編から脱線して気楽なお話し、
という位置づけになっていることが多いと思います。
　対して、オートマのコラムは、本試験に頻出の事柄が解説されていたり、
本編以上に重要であったりすることも多いです。決して読み飛ばさないよう
に気をつけてください。

10

ります。
　民法192条は「ＹがＡの無権利を知らず、かつ、知らないコトに過失がなけれ
ば、Ｙは所有者になれる」といっているのですから、逆にＸがＹの過失を証明す
ればＸが勝てます。

　この場合、過失の有無は、Ｙが宝石を「買い受けた」その時点で判断します。
　即時取得は「取引の安全」のための制度ですから、Ｙが取引に入ってきた瞬間
（より正確には、占有を開始した時）の過失が問題なのです。
　仮にＹが宝石を取得した後にＸの存在について悪意になってもＹの即時取得は
妨げられません。
　ＸとすればＹが宝石の取引に入ってきた瞬間の「悪意・有過失」を立証すべき
であり、後になって「本当の所有者は僕だ」といっても遅いのです。

◆一問一答◆
 問  　即時取得者の無過失は推定されるか？

 答  　推定される。（最判昭41.6.9）

コ ラ ム	 証明責任の問題
　ＸがＹの過失を証明するという意味がわかりにくいかもしれない。
　この問題は民事訴訟法の問題だが、民法を本当に理解するためには避けて通れな
い。
　問題の出発点は、裁判官は神様ではないということだ。
　Ｙの過失の有無が問題になった場合、Ｙの顔に「過失がありました」とは書いて
ない。
　裁判官は事件の全部を見ていたのでも聞いていたのでもない。
　そうすると、過失があったのかなかったのか第三者の裁判官にはわからないとい
う事態があり得る。
　しかし、「Ｙに過失があったかどうかは不明だ。当裁判所では判断ができない」
というお手上げ判決はやってはいけないルールになっている。
　なぜなら、民事訴訟の第一の目的は「紛争の解決」だからだ。お手上げ判決では
何も解決しない。
　さらに、お手上げ判決は憲法違反でさえある。
　憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定す
るが、裁判所が「お手上げ」になれば、それは国民の裁判を受ける権利を奪ったこ
とになるだろう。
　では、過失の有無が不明の場合にはどうしたらよいのか。

　なぜそのような構成にしているかと言いますと、重要な事柄を全部本編に
配置してしまうと、一本調子で単調になってしまうのです。受験生が飽きて
しまうと、せっかくの学習内容が頭に残りにくくなってしまいます。
　ですから、重要な事柄（全部ではないですが）をわざとコラムに配置して、
緩急をつけているわけです。これも記憶法の工夫の一環です。
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③　ツーウェイ方式

　さらに、オートマの記述は「ツーウェイ方式」を採っています。
　法律や裁判例の裏には、生の事件（具体的な当事者の争い）が存在してい
ます。
　裁判所は、実際に起きた生の事件に対して妥当な解決策を与えることが仕
事です。学者のように、理論的に整合性を持った結論を考えることは大事で
はありますが、それが裁判所のメインの仕事ではありません。
　このことを意識しないと、法律を勉強していても意味がよく理解できない
ことが多いのです。
　つまりツーウェイ方式とは、法律や裁判例を表面的な理論のみを解説する
のではなくて、他の書籍には決して書いていないような、大胆な説、ぶっ
ちゃけ話（裁判所の本音等）を披露することで裏面からも解説し、思想化を
サポートしようとする説明方法を指しています。
　表と裏の両面から理解を促すので、ツーウェイというわけです。
　このようにオートマは、様々な工夫を凝らして、できるだけ受験生の頭に
学習内容が残りやすいように書かれているのです。
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　『でるトコ』は、オートマの学習順序に沿って問題を配列した問題集＆要
点整理集で、いわばオートマ本体の復習用副読本です。
　先ほど述べましたとおり、オートマは受験生の便宜のために、従前の学習
書にない独自の順序で学習を進めていきます。普通の本は条文の順に書いて
あるのですが、オートマは、学習者が理解しやすい順序で書かれています。
　このことは、オートマ最大の特長でもあるわけですが、『でるトコ』が出
るまでは、ネックでもありました。どういうことかと言いますと、オートマ
掲載順で演習できる市販の問題集が存在しなかったわけです。
　そこで、オートマの読者用に、オートマの順序で復習できる問題集を作ろ
う、と開発されたのが、この『でるトコ』です。
　オートマの記載順に、一問一答の○×形式の問題が配列されていて、一つ
ひとつの知識について気楽にかつ確実に理解度を確認し、定着させることが
できます。

第 章第 章３ その他『オートマシリーズ』の特長

❶　『でるトコ』の特長

【でるトコ　一問一答の頁】

Chapter 1 代　理
Section 1 代理の三要素　顕名

Q 1 代理人が、その代理権の範囲内で、本人のためにすることを示してした代
理行為の効果は、直接本人に帰属する。

Q 2 代理人が本人のためにする意思をもって本人の名だけを示して代理行為を
行ったときは、たとえ代理人に代理の意思があっても、有効な代理行為とは
ならない。

Q 3 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のため
にしたものと推定される。

Q 4 代理人が、本人のためにすることを示さないで相手方と売買契約を締結し
た場合でも、契約の当時、代理人が本人のためにすることを相手方が知るこ
とができたときは、代理人の意思表示は本人に対してその効力を生じる。

2

Chapter 

A 1 ○ そのとおり（民法99条1項）。

A 2 × 本問の場合でも、代理人に代理の意思が認められる限り、有効な
代理行為となる（大判大4.9.27）。

A 3 × 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自
己のためにしたものとみなされる（民法100条本文）。推定されるの
ではない。

A 4 ○ 代理人が本人のためにすることを、相手方が知っているか、また
は知ることができたときは、代理行為の効果は本人に帰属する（民
法100条ただし書）。

代理人が本人のためにするというのは、たとえば、代理の目的が契約であ
れば、代理人が本人のために契約をしてくることだ。このことを「代理意
思」ということは知っておこう。

代理意思One Point ◆

本問のようなケースを署名代理という。たとえばＡの代理人Ｂが、契約書
に「Ａ　印」とサインしたときでも、判例は、代理人Ｂに代理の意思が認め
られる限り有効な代理行為となり得るとしているんだ。

署名代理One Point ◆

3

民
法
総
則

Part
１
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　また、単に問題を掲載するだけでなく、所々に要点整理のコーナーが設け
てあります。これも、オートマシリーズ全体を貫く思想であるインアウト方
式の表れです。

　この後ご紹介するオートマ過去問に比べて、比較的易しい問題、つまり、
１つの問で１つの基本事項を確認・定着させられるような問題で構成されて
います。まさにオートマの副読本として、併用することでオートマに記載さ
れている項目を無理なく定着させることができます。
　オートマ過去問に挑戦する前に、ぜひ『でるトコ』を使ってみてください。
お薦めの問題集＆要点整理集です。

急 所 ３　代理行為の瑕疵
１　代理行為の瑕疵（民法101条1項）
　代理行為に瑕疵があるかどうかは、原則として、意思表示をする代理人を基
準に判断する（民法101条1項）。

例 ガン予防の薬品（←いかなる薬品を購入すべきかを特定していな
い）の購入を委任された代理人が、相手方に欺されてＡ社製造のただ
のビタミン剤をガンの特効薬と信頼して購入した。

　　　　　↓
　　本人がその事実（ガン予防の薬品がビタミン剤であること）を知っ
ていたときでも、本人は売買契約を取り消すことができる。

２　特定の法律行為の委託のケース（民法101条2項）
　本人が代理人に特定の法律行為を委託して、そのとおりに代理人が行為をし
た場合、本人は自らが悪意有過失であるときは、代理人の善意を主張すること
ができない（民法101条2項）。

例 本人は、代理人に対し、Ａ所有の甲建物の購入（←特定の法律行
為）を委任し、代理人は甲建物を購入した。ところが、甲建物は、実
はＢの所有物であり、Ａとの間の通謀虚偽表示によりＡ名義にしてい
たものであった。

　　　　　↓
　　虚偽表示の事実を代理人は知らなかったが、本人が知っていたとき
は、本人は代理人の善意を主張して甲建物の所有権の取得を主張する
ことができない。

13

民
法
総
則

Part
１

【でるトコ　要点整理の頁】

ココまでの
まとめ

（注 ）以下、一定の範囲ごとに「ココまでのまとめ」として、特に重要なとこ
ろを急所としてピックアップします。ちょっと曖昧なところは、何回も学
習して知識の総まとめに役立てよう。

急 所 １　代理権の消滅事由
１　法定代理
　法定代理権は、次の事由によって消滅する（民法111条1項）。
　①　本人の死亡
　②　代理人の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判

２　任意代理
　任意代理権は、次の事由によって消滅する（民法111条1項、2項、653条）。
　①　本人の死亡、本人の破産手続開始の決定
　②　代理人の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判

急 所 ２　無権代理人の責任のまとめ
１　無権代理人に対する責任追及の内容
　 　相手方は、その選択によって履行または損害賠償を求めることができる
（民法117条1項）。

２　無権代理人に責任を追及するための要件
　①　無権代理人が代理権を証明できないこと
　②　本人の追認がないこと
　③　相手方が善意無過失であること
　④　無権代理人が行為能力者であること
　⑤　相手方が無権代理人との契約を取り消していないこと

Chapter １
代理①

12
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　司法書士試験には全部で11科目が出題されます。
　オートマ本体も全部で11巻ですが、これは単なる偶然の一致です。
　一口に11科目といっても、各科目でボリュームはかなり異なっています。
　オートマ本体には、以下の順序で収録されています。

１巻…民法　基本編、民法総則

２巻…民法　物権、民法担保物権

３巻…民法　債権、民法・親族・相続

４巻…不動産登記法　基本編

５巻…不動産登記法　応用編

６巻…会社法・商法・商業登記法１

７巻…会社法・商法・商業登記法２

８巻…民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

９巻…供託法・司法書士法

10巻…刑法

11巻…憲法

　司法書士試験で出題される11科目は、全部が全部バラバラな内容なのでは
なくて、相互に関連しています。ですから、大学入試の「英語・世界史・国
語」のような感じで11科目もあるようなイメージはなさらないでください。
そんなに大変ではありません。前章で述べたとおり、全部で１科目と感じる
べき相互に関連性の強い内容となっています。また、上記のオートマの構成
をご覧いただければわかるように、複数の科目で１冊に収まってしまうよう

第 章第 章４ 科目ごとのお話し

❶　司法書士試験の科目とオートマの構成
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なボリュームの小さい科目も含めての11科目です。
　『でるトコ』『オートマ過去問』『プレミア』も、オートマと記載順序を合
わせてありますので、冊数は異なりますが概ね上記のような構成となってい
ます。
　なお、『みるみる』『ひながた集』『オートマ記述式』はいずれも不動産登
記法、商業登記法１冊ずつです。『短期合格のツボ』は１冊のみです。

　試験範囲は全部で11科目もありますが、その礎となるのは民法です。民法
は、他のすべての科目と深く関係してきます。それゆえオートマでも最初に
民法を学習できるように最初の３巻を充てています。

　続く不動産登記法は、民法で規定された権利関係をどのように公示するの
かを扱います。「公示とは何か」についてもテキストの中で勉強することに
なりますが、簡単にいえば、所有権のような目に見えない権利について、今
誰が権利者なのかを第三者が見てわかる状態に置くことをいいます。
　したがって不動産登記法の学習には民法がわかっていることが前提となり
ます。不動産登記法は４・５巻を充てていますから、この最初の５冊は同一
科目だというつもりで学習するのがよいと思います。
　６・７巻の会社法・商法・商業登記法までで、いわゆる主要４科目につい
ての学習がひととおり終わったことになります。８巻から11巻までで他の７
科目について学習します。

　民法という法律の裏には、実に人間的な生々しい争いがあります。
　民法の役割は、その交通整理をすることですが、いかんせん基となる事件
があまりにも人間的であるから、法律で全部を表現することが不可能なので
す。

❷　民法と会社法の違い
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　ですから民法は、条文そのものは、かなり大ざっぱな規定ぶりになってい
ます。その分、判例による解釈が幅広く活躍することとなります。だから民
法は、判例の出題が非常に多いです。
　民法の財産法の部分というのは、明治以来100年以上の間、大きくは変わっ
ておりません。もともと大ざっぱな規定ぶりだからです。

　しかし、同じ実体法である会社法は、かなり様相を異にします。
　大改正が多く、条文自体も民法に比べてかなり長いものが散見されます。
大ざっぱな印象はありません。カチッと決めている感じがします。
　これには理由があります。会社法は民法と違って、人工的な法体系になっ
ているのです。
　会社法はその名のとおり会社について規定しているわけですが、考えてみ
れば、会社そのものが自然界に存在するものではなく、人間が作り出した仕
組み、人工物なのです。

　以上において、「人間的」という言葉と「人工的」という言葉を正反対の
意味で用いていることに注意してください。民法は人間的、会社法は人工的
なのです。
　それゆえ、会社法は非常に精緻に作られています。精緻であるが故に、会
社法の勉強を「大変」と感じる方が多いのです。勉強の対象となる量が多く
規定も細かいからです。
　逆に言えば、その精緻さを理解できてしまえば、むしろ民法よりも易しい
と感じることができます。人工的であるが故に、会社法の思想体系は民法以
上に一貫性があるからです。

　つまり、会社法・商業登記法は、オートマの思想（丸暗記を廃し、一つひ
とつ理由を考えて思想化していく方針）が最も適合する科目なのです。一度
理解できてしまえば、全部を丸ごと一体として把握できるのです。
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　たとえば、「資本金って何？」「株式って何？」「株主って何？」「役員は、
任務を怠ると会社に対して責任を負うのに、どうして債権者に対しては原則
として責任を負わないの？」といった素朴な疑問に答えられるようにするこ
とが、真に会社法を学ぶということです。

　また、会社法は調整型の法律であるともいえます。
　会社法では大まかにいって次の３者が登場します。株主、役員等、債権者
です。
　この３者は、立場が違うので、その利害が対立することがよくあります。
　資本金を減らしてまで株主に配当しようとすれば、株主にとっては嬉しい
けれども、債権者にとってはふざけるなです。
　役員等が会社と利益相反取引をすれば、株主や債権者を害することになり
ます。
　こうした３者の利害を調整するのが、会社法の役割です。
　さて、利害を調整するとは、わかりやすく言えば、３者に「妥協」を求め
るということです。
　つまり、会社法の条文は原則として強行法規なのです。
　強行法規が数えるほどしか存在しなかった民法とは、この点においても違
います。
　このことを念頭に置いて勉強されると、会社法の理解が進むと思います。

　司法書士試験に出題される11科目を、実体法と手続法に分類すると、以下
のようになります。

❸　実体法と手続法
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　まず、いつから試験勉強を始めていつの試験に合格するのかを考えてみる
とよいでしょう。基本的には、できるだけ早く始めるほうがいいので、本書
をお読みになっている今日から始めて、いついつの試験で合格する、という
感じで目標を立てるのがよいかと思います。
　たとえば、本書をお読みになっているのが４月ごろだとします。４月に学
習を開始する場合、通常は７月までに勉強が間に合うことは考えられず、か
といって最初から翌々年の７月の試験を目標にしてしまうと間延びしてしま
うため、翌年7月の試験での合格を目標にするのがよいです。もちろん、お
仕事をフルタイムでされているとか、子育てがあるとか、いろいろ事情のあ
る方もいるかと思いますので、最初から翌年７月の試験はスキップし、翌々
年７月の試験を目標にする、という方法もあります。
　次に、本書をお読みになっているのが10月ごろである場合には、あなたの
置かれている状況によって、翌年７月の本試験を目指すのか、それとも翌々
年７月合格を目標にゆとりを持って勉強を進めていくかは、判断が分かれる
ところでしょう。受験勉強に専念できるのかそうではないのか、１年でも早
く合格しなければならないという緊急性の有無などの事情を考慮し、総合的
に判断していけばよいと思います。
　このように、本試験が毎年７月の第１日曜日であるということを踏まえ
て、何年の試験で合格することを目指すのかをまず決めて、次にいつまでに
何をするという計画を立てていくと、うまく合格プランが作成できるでしょ
う。あなただけの合格プランを作ってください。本項では、そのヒントを差
し上げたく存じます。

第 章第 章５ 合格プラン例

❶　基本的な考え方
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　司法書士試験は、全部で11科目もあります。オートマ本体だけでも11冊、
オートマシリーズ全巻だと約40冊あります。ただやみくもに読み進めるだけ
だと、合格は遠のいてしまいます。何をいつどのように勉強すればいいのか
を分かりやすく伝えるため、合格までのタイムスケジュールを４つの時期に
分けて説明を進めます。
　各時期の役割は以下のとおりです。

1　第Ⅰ期…民法・不動産登記法期
　司法書士試験に向けた学習のスタートです。第Ⅰ期は、民法と不動産登記
法の２科目を学習します。
　司法書士試験は、まずは民法から学習するのが定石です。
　司法書士試験は全部で11科目が出題範囲ですが、11科目はすべてがバラバ
ラに存在しているのではなくて、相互に関連しています。そして、すべての
科目の土台となる、法律学の基礎となるのが民法です。
　それゆえ、オートマでの学習も民法からスタートします。
　続く不動産登記法は、民法上の権利をいかに登記するかということを学ぶ
科目ですので、真に民法の続きとなる科目です。だから、民法の後に続けて
学習するわけです。

2　第Ⅱ期…会社法・商業登記法・不登法記述期
　第Ⅱ期にやるべきことは３つあります。
　１つ目は、会社法・商業登記法を本格的に学ぶことです。
　２つ目は、第Ⅰ期で勉強した民法と不動産登記法の復習です。
　３つ目は、不動産登記法の記述式の学習です。
　第Ⅰ期に比べると、いろいろなことを同時にこなさないといけないので忙
しいように思えますが、要は、先に進むだけでなくて、復習もしっかりやり

❷　勉強する時期を４つの時期に分けてみる（初学者向け）
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ましょうということです。記述式の勉強は、第Ⅰ期の民法・不動産登記法の
知識を駆使して進めていきますので、特に復習が大切です。

3　第Ⅲ期…７科目・商登法記述期
　本試験まであと半年という時期です。
　いわゆる主要４科目の勉強は既に完了しています。
　第Ⅲ期にやるべきことは３つです。
　１つ目は、主要４科目以外の７科目の学習です。第Ⅲ期で、めでたく司法
書士試験範囲の11科目の勉強が完了することになります。
　２つ目は、これまでに勉強した主要４科目の復習です。
　３つ目は、商業登記法の記述式の学習です。これも不動産登記法の時と同
様に、第Ⅱ期の会社法・商業登記法の知識を駆使して進めていきます。
　なお、この時期に科目・範囲指定のあるステップ答練を受講すると効果的
に択一の復習と記述式の演習ができるのでお勧めです。既に主要４科目の勉
強が完了している第Ⅲ期には、本格的にアウトプット学習を取り入れること
が効果的です。

4　第Ⅳ期…直前期
　既に、司法書士試験に必要なインプットはすべて完了しています。あとは
ひたすら、嵐のように復習するだけです。
　終わりよければすべてよしとはよく言ったもので、この第Ⅳ期の過ごし方
が、合否に大きく影響してきます。




